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◎群馬県告示第１３１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４３条の２第１項の規定により、次のとおり

指定公金事務取扱者に公金事務を委託した。 

  令和８年４月１４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 指定公金事務取扱者の所在地及び名称 群馬県前橋市新前橋町１３番地の１２ 社会福祉法人群馬県社会福祉

事業団 

２ 委託した公金事務に係る歳入等又は歳出 群馬県立ふれあいスポーツプラザの設置及び管理に関する条例（平

成３年群馬県条例第１４号）第１４条に規定する使用料及び群馬県立ゆうあいピック記念温水プールの設置及び

管理に関する条例（平成９年群馬県条例第１５号）第１４条に規定する使用料 

３ 法第２４３条の２第１項の規定による指定をした日 令和８年３月２４日 

４ 法第２４３条の２第１項の規定による委託をした日 令和８年３月２４日 

５ 委託期間 令和８年３月２４日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

◎群馬県告示第１３２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、沼田都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年４月１４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 施行者の名称 沼田市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 沼田都市計画下水道事業 沼田公共下水道 

３ 事業施行期間 昭和５３年４月３日から令和１３年３月３１日まで 

４ 事業地 

(1) 汚水 

ア 収用の部分 変更なし 

イ 使用の部分 変更なし 

(2) 雨水 

ア 収用の部分 変更なし 

イ 使用の部分 昭和５３年群馬県告示第２８３号、昭和５９年群馬県告示第２９９号、昭和６２年群馬県告

示第２４９号、平成３年群馬県告示第２９９号、平成４年群馬県告示第６６５号、平成１０年群馬県告示第

１８７号、平成１２年群馬県告示第１１０号、平成１７年群馬県告示第２３３号、平成２３年群馬県告示第

１３７号、平成２８年群馬県告示第１４４号、令和３年群馬県告示第１４１号の事業地を次のとおり「廃 

止」する。 

  群馬県沼田市恩田町字上川原、字中川原、字下川原及び字岩花並びに硯田町字清水、四釜、字利根及び字

薄根並びに榛名町字利根、字天水及び字清水田並びに薄根町字宮下、字砂押、字根岸、字天水、字清水田、

字薄根、字塚田、字利根河原及び字利根谷地並びに新町字下店、坂下、字橋之上、字橋本、字山﨑及び字上

■ 告  示 
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ノ比良並びに戸鹿野町字日影平、蕨平、字坂下、字稲荷平、字中原及び字稲荷前並びに鍛冶町字滝平並びに

栄町字東上原、宅地北添、字西宅地添及び字中原並びに坊新田町字滝棚並びに馬喰町字滝棚並びに清水町字

砂押及び字根岸並びに下之町字根岸及び字滝棚並びに字西倉内町字滝棚並びに中町字滝棚並びに上之町字滝

棚並びに材木町字滝棚及び字下原並びに柳町字南明、滝棚、字原田及び字上木田並びに西原新町字十王堂、

滝棚及び字下原並びに高橋場町字谷地端、原田、字林ノ上及び字金井 

 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第３３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２ 

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。 

  令和８年４月１４日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３１，３３１ 

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を 

乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２９５，８１４ 

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

 

選挙区名 ３分の１の数 

北群馬郡 １０，１２２ 

甘楽郡 ５，７７８ 

吾妻郡 １４，０８３ 

利根郡 ８，５１６ 

佐波郡 ９，７６２ 

邑楽郡 ２６，００６ 

前橋市 ９０，８７２ 

高崎市 １０１，９０６ 

桐生市 ２８，７７４ 

伊勢崎市 ５５，４２５ 

■ 選挙管理委員会告示 
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太田市 ５８，２９８ 

沼田市 １２，２７２ 

館林市 ２０，０８８ 

渋川市 ２０，５２７ 

藤岡市・多野郡 １８，１６７ 

富岡市 １２，６４７ 

安中市 １５，３８２ 

みどり市 １３，５４８ 
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